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こいのぼりに向かって笑顔でかけっこ
（５月２日　斑鳩幼稚園こどもの日の集い）

6
日頃から災害に備えましょう
町立学校園所の取組紹介 ～斑鳩幼稚園～
令和８年４月採用予定 太子町職員の募集
選挙事務補助員・投票立会人の募集
総合健診（集団）のご案内
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■
指
定
緊
急
避
難
場
所
・
指
定
避
難
所

　

指
定
緊
急
避
難
場
所
と
は
、
風
水
害
・
地
震
・

大
火
災
な
ど
の
大
き
な
災
害
が
起
こ
っ
た
際

に
災
害
の
危
険
か
ら
緊
急
的
に
避
難
し
、
身

の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
場
所
で
す
。
町

で
は
、
公
園
や
学
校
園
、
公
民
館
な
ど
の
29

箇
所
を
指
定
し
て
い
ま
す
。
災
害
の
種
類
に

よ
っ
て
避
難
で
き
る
施
設
が
決
ま
っ
て
い
ま

す
の
で
、
事
前
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

指
定
避
難
所
は
、
大
規
模
災
害
時
に
被
災

者
が
一
定
期
間
滞
在
し
、
避
難
生
活
を
送
る

こ
と
が
で
き
る
施
設
で
す
。

　

下
記
の
表
で
、
自
宅
の
近
く
に
あ
る
避
難

場
所
や
避
難
所
、
避
難
経
路
を
確
認
し
ま
し

ょ
う
。

■
福
祉
避
難
所

　

町
で
は
、
高
齢
者
や
障
害
者
な
ど
特
別
な
支

援
を
必
要
と
す
る
人
の
た
め
に
、
民
間
福
祉
施

設
な
ど
と
協
定
を
締
結
し
、
７
箇
所
を
「
福
祉

避
難
所
」
と
し
て
位
置
付
け
て
い
ま
す
。
福
祉

避
難
所
は
、
避
難
生
活
が
長
期
化
す
る
恐
れ
が

あ
る
場
合
に
必
要
に
応
じ
て
開
設
さ
れ
ま
す
。

発
災
直
後
か
ら
避
難
者
を
受
け
入
れ
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ま
ず
は
公
共
施
設
の
指

定
緊
急
避
難
場
所
に
避
難
を
お
願
い
し
ま
す
。

福
祉
避
難
所
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
太
子
町
防

災
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

■
協
定
の
避
難
所
・
避
難
場
所

　

町
で
は
、
災
害
に
備
え
て
民
間
企
業
と
協

定
を
締
結
し
、
災
害
時
に
民
間
施
設
の
一
部

を
避
難
場
所
と
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
に
取

り
決
め
て
い
ま
す
。

　

協
定
の
避
難
所
・
避
難
場
所
の
開
設
時
に

は
、
町
か
ら
た
い
し
安
全
安
心
ネ
ッ
ト
や
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
、
防
災
行
政
無
線
な
ど
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　

企
画
政
策
課　

 

☎
２
７
７
‐
５
９
９
８

■
普
段
か
ら
の
備
え

・
避
難
に
備
え
て
、
非
常
用
持
出
品
の
準
備

を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
特
に
非
常
食
や

飲
料
水
、
常
備
薬
は
で
き
る
だ
け
用
意
し

て
お
き
ま
し
ょ
う
。

・
停
電
に
備
え
て
、
懐
中
電
灯
や
携
帯
ラ
ジ

オ
と
予
備
の
電
池
を
準
備
し
て
お
き
ま
し

ょ
う
。
ま
た
、連
絡
手
段
と
な
る
携
帯
電
話
・

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
ポ
ー
タ
ブ
ル
充
電
器

も
用
意
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

・
土
の
う
な
ど
、
水
の
浸
入
を
防
ぐ
も
の
を

準
備
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

■
避
難
行
動
に
つ
い
て

●
立
ち
退
き
避
難
（
水
平
避
難
）

　
「
立
ち
退
き
避
難
」（
水
平
避
難
）
と
は
、

指
定
緊
急
避
難
場
所
や
安
全
な
親
戚
・
知
人

宅
な
ど
に
避
難
す
る
こ
と
で
す
。
町
か
ら
避

難
情
報
が
発
令
さ
れ
た
ら
、
速
や
か
に
避
難

し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
避
難
所
が
過
密
状
態

に
な
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
安
全
な
場
所

に
あ
る
親
戚
・
知
人
宅
な
ど
に
避
難
で
き
る

よ
う
、
事
前
に
話
し
合
い
を
し
て
お
き
ま
し

ょ
う
。

●
屋
内
安
全
確
保
（
垂
直
避
難
）

　
「
屋
内
安
全
確
保
」（
垂
直
避
難
）
と
は
、

水
害
な
ど
の
災
害
発
生
時
に
自
宅
や
近
く
に

あ
る
建
物
の
２
階
以
上
に
避
難
す
る
方
法
の

こ
と
で
す
。

　

大
雨
の
際
は
、
足
元
が
悪
い
た
め
、
屋
外

で
の
行
動
は
大
変
危
険
で
す
。
自
宅
が
浸
水

深
（
洪
水
発
生
時
の
水
の
深
さ
）
３
ｍ
以
下

の
区
域
に
位
置
し
、
河
川
か
ら
離
れ
て
い
る

場
合
や
土
砂
災
害
警
戒
区
域
か
ら
離
れ
て
い

る
場
合
は
、
外
に
避
難
す
る
よ
り
も
「
屋
内

安
全
確
保
」
を
図
る
こ
と
が
有
効
で
す
。

　

ま
た
、
普
段
か
ら
食
料
や
生
活
必
需
品
を

準
備
し
て
お
き
、
垂
直
避
難
を
検
討
す
る
よ

う
心
掛
け
て
く
だ
さ
い
。

　

太
子
町
防
災
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
で
浸
水
の

範
囲
や
深
さ
、
指
定
緊
急
避
難
場
所
を
事
前

に
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

■
警
戒
レ
ベ
ル

　

 

避
難
情
報
な
ど
の
種
類

　

警
戒
レ
ベ
ル
と
は
、
災
害
発
生
の
危
険
度

を
直
感
的
に
理
解
し
、
的
確
な
避
難
行
動
を

と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
気
象
庁
が
発
表

す
る
注
意
報
・
警
報
な
ど
の
気
象
情
報
と
町

が
発
令
す
る
避
難
情
報
と
を
関
連
付
け
た
も

の
で
、
災
害
の
切
迫
度
に
応
じ
て
、
５
段
階

の
警
戒
レ
ベ
ル
で
提
供
し
て
い
ま
す
。
町
か

ら
の
避
難
情
報
な
ど
の
緊
急
情
報
は
、
防
災

行
政
無
線

（※）
や
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
、
ひ
ょ
う

ご
防
災
ネ
ッ
ト

（※）
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど

を
通
じ
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※
防
災
行
政
無
線
テ
レ

ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

　

防
災
行
政
無
線
の
放

送
内
容
を
電
話
で
確
認

で
き
ま
す
。

☎
２
８
０
‐
５
５
２
６

※
ひ
ょ
う
ご
防
災
ネ
ッ
ト

　

県
や
町
か
ら
の
防
災

情
報
や
緊
急
情
報
を
メ

ー
ル
や
ア
プ
リ
で
受
信

す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

大
雨
や
風
水
害
の
季
節
が
近
づ
い
て
い
ま
す

施設・場所名 住所
指定緊急避難場所 指定

避難所洪水 土砂災害 地震 大規模な火事 内水氾濫
太子山公園 鵤 131-1　他 ○ ○
太子町役場 鵤 280-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○
斑鳩公民館 鵤 678 ○ ○ ○ ○ ○
斑鳩寺公園 鵤 705　他 ○ ○
斑鳩小学校 鵤 713 ○ ○ ○ ○ ○
文化会館（大規模改修中） ※１ 鵤 1310-1 　○　 　○　 　○　 　○　 　○　
斑鳩幼稚園 馬場５ ○ ○ ○ ○
斑鳩保育所 馬場 20-1 ○ ○ ○ ○ ○
石海公民館 福地 132-1 ○ ○ ○ ○ ○
石海小学校 福地 422 ○ ○ ○ ○ ○ ○
石海幼稚園 福地 501-1 ○ ○ ○ ○ ○
保健福祉会館（大規模改修中） ※２ 老原 102-1 　○　 　○　 　○　 　○　 　○　
南総合センター 塚森 131 ○ ○ ○ ○ ○
太子高等学校 糸井 19 ○ ○ ○ ○ ○ ○
太子西中学校 立岡 207-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○
町民体育館 東南 51-1 ○ ○ ○ ○ ○
太田幼稚園 東出 126-1 ○ ○ ○ ○ ○
太田小学校 東出 128 ○ ○ ○ ○ ○ ○
太子東中学校 太田１ ○ ○ ○ ○
太田公民館 太田 370-3 ○ ○ ○ ○ ○
太田東地区農村交流センター 原 1039 ○ ○ ○ ○ ○
太田公園 原 138-95 ○ ○
総合公園グラウンド 佐用岡 246-1 ○ ○
龍田公民館 佐用岡 388-8 ○ ○ ○ ○ ○
龍田幼稚園 佐用岡 390-2 ○ ○ ○ ○ ○
龍田小学校 佐用岡 436 ○ ○ ○ ○ ○ ○
総合公園体験学習施設 佐用岡 58 ○ ○ ○ ○ ○ ○
子育て支援センター 佐用岡 381-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○
吉福公園 吉福 261-1 ○ ○ ○

※大規模改修（※１：令和９年３月末まで、※２：令和８年３月末まで）に伴い施設が利用できないため、周辺施設への避難をご検討ください。

1
2
3
4

5

避難情報
などの種類

警戒
レベル

とるべき
行動 気象情報

早期注意情報 
（気象庁が発令）

災害への心構え
を高める 早期注意情報

各種注意報
）令発が庁象気（ 

高齢者などの
避難

避難指示

緊急安全確保

ハザードマップで避難先や
避難経路の確認

非常時持ち出し袋の確認

  高齢者など避難に
時間がかかる人は、
安全な場所へ避難

危険な場所にいる
人は全員避難

すでに大きな災害が
起きている状態
命を守ることを
最優先に行動

大雨注意報 
洪水注意報

大雨警報
（土砂災害） 

洪水警報 

土砂災害警戒情報 
氾濫危険情報

大雨特別警報
氾濫発生情報

必ず避難

Google PlayApp Store

協定の避難所・一時避難場所 種別

東芝　姫路半導体工場（体育館） 太子町鵤 300 避難所

JR 網干総合車両所 太子町福地 622 避難所

二葉にじいろこども園 太子町原 551-1 避難所

青山ゴルフクラブ 姫路市青山 1464 避難所

網干自動車教習所 姫路市網干区高田 108 避難所

マックスバリュ太子南店 太子町蓮常寺 281-2 一時避難場所

マックスバリュイオンタウン太子店 太子町東出 262-1 一時避難場所

マルナカ太子店（立体駐車場） 太子町東出 232-1 一時避難場所

播磨福祉事業館 姫路市西脇 1448-4 一時避難場所

▲ひょうご防災ネット

▲たいし安全安心ネット

▲町ホームページ
福祉避難所

▲町ホームページ
太子町防災

ハザードマップ

　
こ
れ
か
ら
秋
に
か
け
て
︑
大
雨
や
台
風
な
ど
に
よ
る
災
害
が
発
生
す
る
危
険
性
が
高
く
な
り
ま
す
。
日
頃
か
ら
気
象
情
報
な
ど
に
注
意
し
︑
家
の
内
外
の
安
全
点
検
や

避
難
所
の
確
認
な
ど
︑﹁
自
ら
の
命
は
自
ら
が
守
る
﹂
と
い
う
気
持
ち
で
災
害
に
備
え
ま
し
ょ
う
。

日
頃
か
ら
災
害
に
備
え
ま
し
ょ
う

23 令和７年（2025）６月号



自分らしさを発揮し、
笑顔広がる仲間づくりをめざして

●取組の概要　
　本園は、「心も体も元気な子ども、意欲的に力い
っぱい遊ぶ子ども、自分も友だちも大切な子ども」
の育成をめざして、遊びを通した教育を行っていま
す。幼児にはさまざまな思いや感じ方があり、その
それぞれに寄り添える教師の姿勢が大切であると考
えています。そのため、今年度は前述のテーマのも
と、一人一人が自分らしさを発揮できる、幼児にと
って安心できる居場所がある環境づくりと、互いに
受け入れ合い、友だちの「自分らしさ」も大切にで
きる集団づくりができるように取り組んでいます。

●保育活動の紹介　
①心も体も元気な子どもの育成
　「自分のことが自分でできる」、基本的生活習慣
が身に付くように、一人一人の実態に応じて関わ
っています。毎日の生活の積み重ねが、自立と自
信につながり、安心して生活することができるよ
うになり、「自分らしさを発揮する」第一歩となり
ます。

　週１回、リズムジャンプに取り組んでいます。
音楽に合わせて体を動かし、楽しみながら「リズ
ム感」と「運動能力」を高めていくリズム運動で
す。ビートの効いた音楽に合わせてジャンプする
ことは、とにかく楽しくて、始まりの合図「５・６・
せーの」の掛け声はいつも元気いっぱいでやる気
に満ちあふれています。

②異年齢交流を通して
　５歳児が３歳児のお世話をしたり、遊びを伝え
たり、３・４歳児が５歳児の遊びを真似したりす
ることで、遊びの幅が広がり、思いやりや優しさ
の気持ちが育まれていきます。
　また、５歳児は最高学
年としての自覚をもち、
３・４歳児の憧れの存在
として、意欲的に生活す
るようになっていきま
す。

③「幼保小の連携」「地域の人との交流」を通して
　お茶会やお話会、野菜の栽培や収穫、祖父母参
観など、自分たちの身近なさまざまな人と触れ合
いながら交流する機会を大切にしています。子ど
もたちは、いろいろな体験を通して人の優しさや
温かさを感じています。
　幼保小の連携では、幼稚園や保育所、小学校が
つながり、互いに親しみがもてる交流になるよう
に、また、幼児期の遊びを小学校の学びにつなげ
ていけるように、今年度も取り組んでいきます。

令和７年度太子町の教育　～町立学校園所の取組紹介～
　町立各学校園所の教育方針や目標、教育成果、活動実績などを町民の皆さんにお知らせし、地域から信頼
される学校園所づくりにつなげます。今月は、斑鳩幼稚園の取組をご紹介します。

　斑鳩幼稚園
　園長　前田　節子　

＜園からのメッセージ＞

　「やってみたい！」「面白そう」「なんでか
な？」という好奇心や発見、驚きを日々大切
にし、さまざまな人との触れ合いやいろいろ
な直接体験を通して、心豊かな未来を担って
いく子どもを育んでいきます。
　“ 遊びを通して育つ ” 幼稚園の
生活をぜひ見に来てください！
　園見学を希望される場合は、
園までご連絡ください。

45 令和７年（2025）６月号

●試験日・場所（第１次試験）
　７月 13 日日・太子町役場（保育教育職以外）、町内
　幼稚園（保育教育職）
　※第 2 次試験以降の詳細は個別通知します。
●申込期間　5 月 26 日月～６月 20 日金
●申込方法
　受付は８時 30 分から 17 時 15 分まで（土日除く）。　
郵送の場合は期間内必着とします。

　また、必要書類が整っていない場合および受付期間
後の受付は行いません。
※技術職（土木職）の申し込みは、随時受け付けをしています。
※提出書類などの詳細は町ホームページをご覧ください。
●問い合わせ・申し込み
　総務課（☎ 277-1010、〒 671-1592、鵤 280-1）
※欠員などにより、採用日を前倒しする場合があります。

▲町ホームページ
正規職員の募集

あなたも町民 33,000 人のあなたも町民 33,000 人の
　　　　　　　声を聴いてみませんか？　　　　　　　声を聴いてみませんか？

太子町職員募集太子町職員募集令和８年４月令和８年４月
採用予定採用予定

募集職種 採用予定数 受験資格 試験内容

事務職 若干名
平成２年４月２日から平成19年４月１日までに生まれ、学校教育法による
４年制大学を卒業した程度の学力を有する人（学歴は問いません）

・第１次試験
　口述試験
　（集団面接）
　実技試験
　（※保育教育職のみ）　

・第２次試験
　適性検査
　（SPI試験）
　基礎能力試験
　（SPI試験）

・第３次試験
　口述試験
　（個別面接）

※技術職（土木
職）の試験日
程 は 個 別 に
案内します。　

事務職
（文化財担当）

１名

次の①と②の要件を両方満たす人
①昭和55年４月２日以降に生まれ、学校教育法による４年制大学または大

学院で主として考古学を専攻し卒業した人、または令和８年３月末日ま　
でに卒業見込みの人

②学芸員の資格を有する人、または令和８年３月末日までに取得見込みの人

保育教育職
（保育士・
幼稚園教諭）

３名
昭和60年４月２日以降に生まれ、幼稚園教諭免許および保育士の資格を
併せて有する人または令和８年３月末日までに取得見込みの人

技術職
（土木職）

※通年募集
３名

昭和45年４月２日から平成19年４月１日までに生まれ、次の①、②のいず
れかの要件を満たす人
①大学、短期大学、高等専門学校、専門学校、大学院、高等学校で土木の専
　門課程を修めて卒業、修了した人、または令和８年３月末日までに卒業
　見込みの人
　※令和８年３月末日までに高等学校を卒業見込みの人は受験できません。
②高等学校以上の学校を卒業した人で、正規職員として土木の職（土木に
　関する測量・調査、設計、施工管理など）に関する職務経験がある人

受付期間
5 月 26 日月～６月 20 日金

☟試験の特徴☟試験の特徴
▶全ての職種で専門試験を廃止しました▶全ての職種で専門試験を廃止しました
▶特別な公務員試験対策は不要です▶特別な公務員試験対策は不要です
▶技術職（土木職）を通年募集としました▶技術職（土木職）を通年募集としました



問い合わせ・申し込み
　選挙管理委員会事務局（総務課内）
　☎ 277-1010

会計年度任用職員（選挙事務補助員）・
投票立会人募集

会計年度任用職員（選挙事務補助員）
●募集人数
　投 票 日　９名程度
　期日前投票　５名程度
●勤務地
　投 票 日　町内９投票所のいずれか
　期日前投票　役場行政棟１階Ａ 101 会議室
●資格要件（全てを満たす人）
　①公職選挙法を遵守し、投票の秘密が守れる人
　②投票管理者の指示に従い、選挙の公正を害す

ような行為をしないと誓約できる人
●職務内容　　投票所における投票事務の補助
●勤務日時
　投 票 日　７月 20 日日（予定）
　　　　　　６時 30 分～ 20 時 30 分
　期日前投票　７月４日金～７月 19 日土（予定）
　　　　　　８時～ 20 時 30 分
　事前説明会　７月３日木
　　　　　　15 時 30 分から１時間程度（要出席）
※上記投票の勤務時間のうち休憩時間は 1 時間と

します（当日の状況に応じて勤務時間を 1 時間
程度延長する場合があります）。

●報　酬　　時間給 1,266 円（地域手当あり）
●交通費　　町規定に基づき支給
●福利厚生　　非常勤職員公務災害補償保険有
●選考方法　　履歴書による書類選考

（過去に選挙事務の従事経験がある
場合、履歴書の経歴欄に記入）

　※選考結果は６月 23 日月頃に採用者のみに通知
●応募方法
　　市販の履歴書に写真を添付の上、上部余白に投票日

別（※）を朱書きして、選挙管理委員会へ提出（郵送可）
　（※）投票日別…「投票日」「期日前投票」「両方

　　　　　　　　の投票日」のいずれか
　※期日前投票は全期間を原則としていますが、指

　定する日があれば具体的に記入してください（た
　　だし、採用は全期間の勤務が可能な人を優先）
●応募期限　　６月 16 日月 17 時 15 分
　　　　　　（土日除く・郵送の場合は期間内必着）
●応募先　　選挙管理委員会事務局（総務課内）
　　　　　　〒 671-1592　鵤 280-1

投票立会人
　より明るく親しみやすい投票所づくりの一環と
して、投票日および期日前投票日に投票が公正に
行われるように、投票立会人を募集します。
●募集人数　　投 票 日　18 名
　　　　　　期日前投票　各日２名
●期　間
　投 票 日　７月 20 日日（予定）７時～ 20 時
　期日前投票　７月４日金～７月 19 日土（予定）
　　　　　　８時 30 分～ 20 時
●報　酬　　投 票 日　日額 11,700 円
　　　　　　期日前投票　日額 10,400 円
●応募資格　
　太子町の選挙人名簿に登録されている人
　　投票区ごとに２名選任し、応募者多数の場合

は選考により決定します。
　※選挙人名簿に登録されている投票区以外の

投票所の立会人に選任される場合があります。
●応募方法　
　電話またはメール（soumu@town.hyogo-taishi.lg.jp）
　で応募し、住所、名前、電話番号、希望日、所属

政党の有無をお伝えください。 ※複数日応募可
●応募期限　　６月 16 日月
●応募先　　選挙管理委員会事務局（総務課内）
　
  

投票所の場所を一部変更します
●変更投票所　第６投票所
●対象自治会区域　矢田部、東南、太子苑、東保、
　　　　　　　間野、丹生、東本町（※）
●場　所
　前回選挙：創継町民体育館南事務所
　今回選挙：教育支援センター（鵤 1410-3、
　　　　　　旧中央公民館ふれあいホール）

※東本町自治会区域にお住まいの人は、今回の
選挙から第６投票所が投票場所になります。

　７月 20 日日執行予定の参議院議員通常選挙における選挙事務補助員と投票立会人を募集します。
　※投票日の変更により、勤務日などが変更になることがあります。

育児休業代替職員の募集
社会福祉士としての勤務です

●職種・人数　
　社会福祉士　１名
●勤務地
　社会福祉課
●職務内容　
　重層的支援、福祉相談業務などの専門的業務　など
●任用期間
　８月５日～令和10年３月31日（予定）
●資格要件

社会福祉士の資格を有する、基本的なパソコン操
作（ワード・エクセル）ができる人

●勤務日時　
　月～金曜日の役場開庁日の８時 30 分～ 17 時 15 分
　（週 38 時間 45 分勤務、休憩 60 分）     　　　　
●給料月額　
　221,700 円～ 231,100 円（前歴などにより決定）
●手　当
　期末手当・勤勉手当・地域手当あり
　※町条例などの定めによる
●福利厚生
　・兵庫県市町村職員共済組合（健康保険など）、日　　

本年金機構（厚生年金）、（一財）兵庫県市町職
員互助会へ加入

　・雇用保険加入（月 18 日以上勤務する月が６月
を超えた後、引き続き同様の勤務をする場合は、
兵庫県市町村職員退職手当組合へ加入）

　・地方公務員災害補償制度適用
　・年次有給休暇、特別休暇あり
●交通費
　町規定に基づき支給
●選考日
　６月 24 日火（詳細は個別通知）
●選考場所
　太子町役場
●選考方法
　個別面接
●申込方法
　市販の履歴書に写真を貼付し、窓口に提出または

郵送（期間内必着）
●申込期間
　６月 13 日金まで（土日除く）
※詳細は、町ホームページに掲載の募集要項をご覧

いただくかお問い合わせください。

問い合わせ・申し込み
　総務課 ☎ 277-1010
　〒 671-1592　太子町鵤 280-1

◀町ホームページ
採用・募集

　就労などにより保護者が不在の児童のために、小学校単位で学童保育園を開設し、児童の健全育成を図っ
ています。夏休みの間、学童保育園で勤務していただく会計年度任用職員（補助員）を募集します。

学童保育園の夏季会計年度任用職員の募集
夏季期間限定の募集です

●職種・人数
　放課後児童支援補助員（夏季）・10 名程度
●勤務地
　・斑鳩学童保育園（鵤 713）
　・石海学童保育園（福地 477-3）
　・太田学童保育園（東出 125-1）
　・龍田学童保育園（佐用岡 436）
●任用期間
　７月 22 日火～ 8 月 29 日金
●勤務日時
　月～金曜日までの週５日および第１、３土曜日
　8 時～ 19 時の間で６時間勤務のシフト制
●報　酬
　時給 1,215 円～ 1,294 円（前歴などにより決定）
●福利厚生
　  労災保険、雇用保険加入

●交通費
　町規定に基づき支給
●申込方法
　市販の履歴書に写真を貼付し、窓口に提出または

郵送（期間内必着）
●申込期間
　６月 13 日金まで（土日除く）
※詳細は、町ホームページに掲載の募集要項をご覧

いただくかお問い合わせください。

問い合わせ・申し込み
　こどもえがお課 ☎ 277-1019
　〒 671-1592　鵤 280-1

◀町ホームページ
学童保育園の

夏季会計年度任用
職員の募集

丸尾建築あすかホール

教育支援
センター

教育支援センター

創継
町民
体育館

歩道橋
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要件 必要書類

税法上の所得未申告の
人（被扶養者を除く）

税務課などで受理された令和６年
分の収入・所得の申告書の控え

母子家庭等医療費助成
制度の対象者

世帯構成などを確認するための現
況届（対象者には個別通知）

※状況により、令和７年度所得・課税証明書（令和７年１月１日現
　在の住所地で発行されたもの）の提出を依頼する場合があります。

　福祉医療費助成制度は、所得制限などの要件を満たす人を対象に受給者証を発行し、医療費の一部を助成
する制度です。

福祉医療費助成制度について

受給者証の更新について
　７月１日火以降の受給資格の確認のた
め、所得・課税状況などを審査し、審査結
果を６月下旬に送付します。対象となる人
には新しい受給者証を同封します。ただし、
右表の要件に該当する人は、審査に必要な
書類を提出する必要があります（未提出の
場合は更新できないことがあります）。

　　助成を受けるには申請が必要です。また、現在助成を受けていない人も、家族構成の変化や所得更正な
どによって該当する場合があります。詳細はお問い合わせください。

制度のお知らせと受給者証更新のご案内です 問い合わせ
　町民課 ☎ 277-1012

対象者  
◎中学３年生修了までの人
◎ 15 歳の誕生日以後最初の４月１日から 18 歳に

達する日以後の最初の３月 31 日までの人（入
院医療費のみ）

　※受給者証は自動的には交付されませんので、
　　毎年申請が必要です。

◎ 65 歳～ 69 歳の人（住民税非課税世帯で、所得
がない人と一定の所得以下で要介護２以上の認
定を受けている人）

◎重度障害のある人（身体障害者手帳１級・２級、
療育手帳 A 判定､ 精神障害者保健福祉手帳１級
の認定を受けている人）

◎母（父）子家庭など
●日　時　
　１日目　７月 24 日木９時 30 分～ 16 時 30 分
　２日目　７月 31 日木 10 時～ 16 時 30 分
　３日目　８月７日木 10 時～ 16 時 30 分
　※日程変更、中止となる場合は、参加者に直接連

絡します。
●場　所　上郡町役場第２庁舎２階大会議室
　　　　　（赤穂郡上郡町大持 278）
●参加費　無料
●対　象　
　次の①～④の全ての要件を満たす人
　①相生市、赤穂市、たつの市、太子町、上郡町、
　　佐用町に在住の人
　②社会貢献活動に理解と意欲があり、地域福祉に

　　関心がある人
　③３日間の研修の全てに参加できる人
　④ 25 歳以上 69 歳以下（令和８年４月１日時点）の人
●申込方法

西播磨成年後見支援センターに電話またはFAXで
申し込み

●申込期限　７月４日金
※市民後見人候補者として当センターにバンク登録

をするためには、養成研修の全てのカリキュラム
を修了する必要があります。
基礎研修修了後は、市民後見人候補者をめざし、
実践活動研修およびフォローアップ研修へと進む
か、または基礎研修のみで終了し、学んだ内容を
日常生活や地域活動に活かすかを選択できます。

　成年後見制度は、認知症や知的障がいなどにより、判断能力が十分でない人を保護・支援する制度です。
　社会貢献活動に理解と意欲のある市民（町民）に、本人がその人らしく地域で安心した生活を送れるよう、
後見活動を担ってもらう市民後見人養成研修の基礎研修を開催します。

問い合わせ 
　西播磨成年後見支援センター
　☎ 0791-72-7294　FAX 0791-72-7224市民後見人養成研修【基礎研修】

誰もが地域で安心した生活を送れるために

太子町新商品開発事業補助金

●対象者　
町内に主たる店舗もしくは事業所を有する人また
はその人を含み構成される団体

●対象事業
　・町の農産物や地域資源を活用して新商品を開発する事業
　・既存商品を改良し、町の特産品として販売する事業
　・町のマスコットキャラクター（たいし君、あすか姫、
　　ぼうじぃ）を活用して新商品を開発する事業
●対象経費
　原材料費、アドバイザー費用、加工委託費、成分

分析費、デザインおよび印刷費、広告宣伝費
●補助額　補助対象経費の１/ ２（上限 10 万円）
　　　　　※新商品を販売または太子町ふるさと納税の返
　　　　　　　礼品として登録することが要件となります。
●申請方法　町ホームページに掲載している申請用紙
　　　　　に必要事項を記入し、産業経済課へ提出
●募集期間　９月 30 日火まで（土日祝日を除く）
※詳細は町ホームページをご確認ください。

新商品の開発を支援します

◀町ホームページ
太子町新商品

開発事業補助金

問 産業経済課 ☎ 277-5993

　町の農産物や地域資源（特産品など）を活用した
新商品の開発事業を行う事業者に対し、その経費の
一部を助成します。ぜひご活用ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
通知が届いたら必ず内容を確認してください！

　改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の
振り仮名が追加されることになりました。

●戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
　①本籍地の市区町村長による通知
　　本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予

定の氏名の振り仮名が郵送で通知されます。
　　通知は順次送付されますので、通知が届いたら
　必ず内容を確認してください。
　　通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなく
ても通知のとおりに戸籍に記載されます。

　②氏名の振り仮名の届出
　　令和８年５月 25 日までの間、氏名の振り仮名の

届出をすることができます。
　　オンライン（マイナポータル）のほか、郵送や

市区町村の窓口でも届出できます。
　③市区町村長による振り仮名の記載
　　②の届出がなかった場合、令和８年５月 26 日以降に
　①の通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
※届出に手数料はかかりません。また、届出をしな
　くても罰金や罰則はありません。
※詳細は法務省ホームページをご確認
　ください。

問 町民課 ☎ 277-1011

◀法務省
ホームページ
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成年後見制度普及啓発講演会
ぜひご参加ください

　成年後見制度や対象者の理解を図るため、成年
後見制度普及啓発講演会を開催します。

●日　時
　６月 12 日木 13 時 30 分～ 15 時
　（受付は 13 時～）
●場　所
　赤穂市総合福祉会館（赤穂市中広 267）
●テーマ
　「あなたのくらしを守る 成年後見制度」
●講　師
　岡本 祐育さん（弁護士）　
●定　員　100 人（先着順）
●参加費　無料
●申込先　西播磨成年後見支援センター
●申込方法
　電話または FAX、メールで申込（住所・氏名・電
　話番号をお伝えください）

西播磨成年後見支援センター  
☎ 0791-72-7294　FAX 0791-72-7224
　 sansan@sirius.ocn.ne.jp問

第 93 回「医療・生活」相談会の開催
難病に悩む人へ

　日頃の悩みや医療・生活について相談できる場
です。専門医などからのお話を聞ける貴重な機会
ですので、ぜひご参加ください

●対　象　兵庫県難病連加盟 16 団体の会員、難病
　　　　　に悩む住民の皆さん　※要申込
●日　時　７月 27 日日 13 時～ 16 時
●場所
　・龍野経済交流センター（たつの市龍野町富永 702-1）
　・龍野健康福祉事務所（たつの龍野町富永 1311-3）
●内　容
　・医療相談（網膜色素変性症・パーキンソン病・神

経系疾患（ALS、脊髄小脳変性症、筋無力症、筋
ジストロフィーなど）・腎臓病・免疫系疾患（膠

こ う

原病、リウマチ、ベーチェット病ほか）・肝臓病・
潰瘍性大腸炎・クローン病・心臓病・血液疾患）

　・生活相談、リハビリ相談
●申込先　赤穂健康福祉事務所地域保健課
●申込期限　７月 14 日月

赤穂健康福祉事務所地域保健課  
☎ 0791-43-2321問



問

人権標語の募集
　一人一人の人権が尊重される明るいまちづくりを
めざし、８月の「人権文化をすすめる町民運動」に
合わせ、人権標語（一般の部）を募集します。なお、
児童生徒の部、PTA の部は学校を通じて募集します。
　優秀作品は、８月３日日に開催する「人権文化を
すすめる町民運動」推進強調月間記念大会で表彰予
定です。

社会教育課 ☎ 277-1017
　 syakyo@town.hyogo-taishi.lg.jp

～人権文化をすすめる町民運動～

●募集期限　　６月 16 日月
●対　象　  町内在住または在勤者
●募集様式　　任意
●募集方法　　作品に住所、名前（ふりがな）、電話番
　　　　　  号、年齢を記入の上、社会教育課窓口
　　　　　  持参またはメール申込
　　　　　  ※在勤者の人は勤務先も記入してくだ
　　　　　　  さい。
●その他　
   入選作品は、各地区公民館・役場住民ギャラリー

での展示（８月中）および広報たいし、人権啓発
カレンダーへの掲載を予定しています。

男女共同参画週間
誰でも、どこでも、自分らしく

　6 月 23 日月から 29 日日は、男女共同参画週間で
す。男性と女性が、職場や学校、地域、家庭でそれ
ぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」
を実現するためには、国や自治体だけでなく、住民
の皆さん一人一人の取組が必要です。
　町では、関連図書などを配架した特設ブースを開設します。
　男女のパートナーシップなどについて、この機会
に考えてみませんか。

問 企画政策課 ☎ 277-5998
　図書館　 ☎ 277-1580

●設置場所　町立図書館
●設置期間　６月１日日～６月 30 日月
●配架内容　男女共同参画関連図書など
　（例）『男も育休って、あり？』　羽田 共一 著　雷鳥社
　         『家事のワンオペ脱出術』　佐光 紀子 著　エクスナレッジ

など

●公表資料
　太子町地球温暖化防止実行計画【区域施策編】
　（案）
●意見募集期間
　６月１日日～ 30 日月
●資料閲覧場所　
　町ホームページ、生活環境課、各地区公民館
●意見提出できる人（いずれかに該当）
・町内に住所がある人
・町内の事務所または事業所に勤務している人
・本件に利害関係のある人・団体

●意見提出方法
　名前、年齢、住所、電話番号を記入（必須）の上、
下記提出先まで郵送、持参、FAX またはメールで
ご提出ください。（様式任意）
●結果の公表
　町の考え方を整理したうえで、個人情報を除き、
意見の概要とともに町ホームページで公表します

（個別の回答は行いません）。
●提出先
　生活環境課（〒 671-1592　鵤 280-1）
    ☎ 277-1015 　FAX 277-2201
    　 seikan@town.hyogo-taishi.lg.jp

　町では、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、本町区域における地球
温暖化対策の取組を推進することを目的として「太子町地球温暖化防止実行計画

【区域施策編】」の策定を予定しています。
　この度、計画の素案がまとまりましたので、住民の皆さんからご意見をいただ
くため、パブリックコメントを実施します。

太子町地球温暖化防止実行計画【区域施策編】（案）
のパブリックコメントを実施します

皆さんの声を聴かせてください

問い合わせ
　生活環境課 ☎ 277-1015

◀町ホームページ
パブリック

コメントを実施

※町ホームページは、６月
　１日日から公開します。

問い合わせ・申し込み先
　企画政策課　〒 671-1592　鵤 280-1
　☎ 277-5998　FAX 277-2201
　 　kikaku@town.hyogo-taishi.lg.jp

事業イメージ
ふるさと納税者

（寄付者）

①寄付・お礼品の選択

配送業者

太子町および
取りまとめ業者 協力事業者

②お礼品の準備依頼

⑤お礼品の代金支払い

④お礼品の配達

③集荷（配送業者が訪問）

●応募要件（次の全ての要件を満たすこと）
【協力事業者】
　・町内に事業所（生産拠点）のある法人または個

人であること
　・町税の滞納がないこと
　 ・メールを通じた受注に対応できること

【お礼品】
　・町の魅力が伝えられるものまたは町の PR につな

がるものであること
　・安定供給が見込めるものであること
　・換金性の高いものや金額が記載された商品券な

どではないこと
　・関係法令（地方税法、総務省令、総務省告示など）

で示される各基準に準じたものであること
●申し込みの流れ
　①「太子町ふるさと納税推進事業協力事業者登録

申込書」に必要事項を記入の上、企画政策課
へ提出

　②町から審査結果を通知
　③各ふるさと納税ポータルサイトなどにお礼品を出品
●申込期限
　申し込みや相談は、随時受け付けます。
　※申し込みに際しては、町ホームページに掲載して

いる募集要項をご確認ください。

●協力事業者の役割
　・お礼品の提案・提供（ふるさと納税ポータルサイ

トへの掲載）
　・寄付者へのお礼品の発送
●協力事業者のメリット
　・全国の人がアクセスするふるさと納税ポータルサ

イトへの商品掲載やお礼品発送に係る送料の費
用負担が不要です。

　・ふるさと納税制度を通じて企業や商品の PR が
できます。

　・お礼品の発送時に自社商品パンフレットを同封
できます。

　 ・人気のお礼品になれば、全国への販路拡大と
売上げの向上につながります。

　町では、ふるさと納税のお礼品を通じて町の魅力発信、町内商業の活性化を推進するため、ふるさと納
税お礼品を出品いただける協力事業者を募集しています。
　出品いただいたお礼品を通じて全国の人に PR することができますので、ぜひご応募ください。

ふるさと納税推進協力事業者の募集
まちのイイモノを全国へ

▲町ホームページ
ふるさと納税推
進協力事業者を
募集しています
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申込方法

【電話申込】※郵送での申し込みが優先
●申込開始日   ６月 17 日火　　　
●受付時間　   ８時 30 分～ 17 時 15 分（土日を除く）

日程 場所 時間

８月 28 日木～９月６日土 創継町民体育館 ８時 30 分～ 12 時

特定健診（基本健診）対象者チェック表

1,300 円
※加入中の医療保険者から特
　定健診受診券が発行される
　場合は受診券に記載の額

◎「健康保険証」、「マイナンバーカード」、
　「資格確認書」のいずれか１つ
◎特定健診受診券

・太子町国民健康保険加入者…無料
・上記以外の人
　　　　　  …特定健診受診券に記載の額

◎「後期高齢者医療被保険者証」、
　 「マイナンバーカード」、「資格
　 確認書」のいずれか１つ

無料

◎「健康保険証」、「マイナン
　  バーカード」、　「資格確認
　  書」のいずれか１つ
◎特定健診受診券（発行され
　る場合）

勤務先または加入中の健康保険が実施する健診を受診してくだ
さい。「特定健診受診券」が発行されない人で、町の集団健診を
受診する場合、全額自己負担（7,150 円）となります。

【郵送申込】
　広報たいし６月号（本冊子）に添付の申込用紙に必要事項を記入し、添付の封筒に入れて郵送してください。
　先着順に受診日時を決定します。申込用紙の到着が遅くなると、希望日での受診ができない場合があります。
お早めにお申し込みください（時間指定はできません）。
※申込用紙は健診を委託している「兵庫県厚生農業協同組合連合会」に届きます。
※申込用紙がお手元にない場合や一世帯で３人以上申し込みをされる場合は、町民課またはさわやか健康課
（保健福祉会館大規模改修に伴い、役場交流棟３階に移転しています）の窓口までお越しください。

実施日時・場所

　【申 込 期 限】　

  7 月 11 日金

　　　　　　　　確認②令和８年３月 31 日時点の年齢はおいくつですか

20 ～ 39 歳 40 ～ 74 歳 75 歳
受診日に 74 歳 受診日に 75 歳

　　　　　　　　確認①あなたが加入中の健康保険はどれですか

太子町国民健康保険 国民健康保険組合
全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合など

後期高齢者医療
被扶養者（家族） 被保険者（本人）

健康づくりにご活用ください

　太子町総合健診では、特定健診やがん検診などが受診できます。１年に１度、自身や家族の健康のために
ご活用ください。

必
要
な
も
の

料
金

問い合わせ・申し込み
　さわやか健康課 ☎ 079-276-6630
　  ※市外局番（079）を付けてダイヤルしてください総合健診（集団）のご案内

※特定健診受診券は加入中の健康保険から発行されますが、申請が必要な場合があります。

検査項目・料金

※ 1　対象者および個人負担金は令和８年３月 31 日時点の年齢です（一部例外に注意）。
※ 2　75 歳未満の後期高齢者医療加入者は、「後期高齢者医療被保険者証」、「マイナンバーカード」、　「資格
　　　確認書」のいずれかの提示で 75 歳以上と同じ扱いとなります。
※ 3　40 ～ 74 歳の人が受診される「特定健診」は、加入されている医療保険が実施します。

申込項目 受診項目・検査内容
対象者※１

（健診当日に太子町に
住民票がある人）

個人負担金※１

20 ～ 74 歳 75歳以上※２

特定健診（基本健診）

基本項目

測定
　（身長、体重、腹囲、血圧）
血液検査
　（AST、ALT、γ -GT、血糖値また

は HbA1c、HDL・LDL コ レ ス テ
ロール・中性脂肪）

尿検査（糖、蛋白、潜血）
医師の診察

20 歳以上
後期高齢者医療加入者の腹囲測定はありません。

対象者および個人負担金については、
「特定健診（基本健診）対象者チェック表」を

ご参照ください。※３

当日申込 詳細項目

貧血検査
心電図検査

眼底検査
血清クレアチニン検査 基本項目を受

ける人

健診結果で、一
定 の 基 準 に 該
当 し、 医 師 が
必 要 と 判 断 し
た人

【20 ～ 39 歳】
　　無料

【40 ～ 74 歳】 
特定健診受診
券に記載

無料

貧血検査

上記以外

   330 円

心電図検査 1,170 円

眼底検査    850 円

血液オプション
血液オプション検査（尿素窒素、
総コレステロール、血清尿酸）

　基本項目を受ける人で
　希望する人

   346 円

がん検診など（加入医療保険に関わらず受診できます）

胸部 胸部総合検診（胸部Ｘ線検査） 20 歳以上
   200 円 無料

オプション
選択

アスベスト 胸部Ｘ線＋アスベスト検診（問診） アスベストの心配がある人

喀痰
胸部Ｘ線＋喀

か く た ん

痰検査
※喀痰容器は当日お渡しします

50 歳以上で１日の喫煙本数
×年数が 600 以上の人

1,100 円 300 円

胃がん 胃がん検診（バリウム検査） 40 歳以上 1,500 円 500 円

胃がんリスク 胃がんリスク検診（血液検査）
30 歳から 39 歳の人で過去に
検査していない人

   600 円

大腸がん 大腸がん検診（便潜血検査２日法） 20 歳以上    400 円 100 円

前立腺がん 前立腺がん検診（血液検査） 50 歳以上の男性    500 円 200 円

肝炎ウイルス
肝炎ウイルス検診

（Ｂ型・C 型肝炎ウイルス血液検査）
40 歳以上で過去に検査して
いない人

無料

総合健診（集団）の受診特典
　総合健診（集団）を初めて受診した人と、継続して受診している人に特典
（ごみ袋３袋）をお渡しします。

●対象者　
　・初めての受診者：令和２年度以降に総合健診（集団）の受診歴がない人
　・継続受診者：令和３年度以降に総合健診（集団）を４回以上受診した人
　　（令和７年度の受診は必須となります）
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６月は「豊かなむらを
　　　  　　災害から守る月間」です

日頃からの備えが大切です

　兵庫県と県内市町では、６月を「豊かなむらを災
害から守る月間」として、防災パトロールや災害に
対する備えなどについての啓発運動を実施していま
す。これからの時期は、梅雨や台風により、ため池
の決壊やがけ崩れなどの災害が発生しやすくなりま
す。
　日頃から危険箇所や避難場所について、家族や地
域ぐるみで十分話し合うとともに、実際に自分の目
で確認しておきましょう。また、災害のおそれがあ
る場所には近づかないようにしましょう。
　危険な場所・避難場所は、兵庫県ホームページ内
の CG ハザードマップで確認できます。

光都土地改良センター  
☎ 0791-58-2215問

◀県ホームページ
CG ハザードマップ
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人権一口メモ
No.277 問  社会教育課

社会におけるこどもの人権

　

本
年
度
の
住
民
学
習
会
で
活
用

し
て
い
た
だ
く
人
権
啓
発
映
画「
あ

な
た
の
い
る
庭
」
を
紹
介
し
ま
す
。

こ
の
映
画
の
テ
ー
マ
は
、「
社
会
に

お
け
る
こ
ど
も
の
人
権
～
こ
ど
も

が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
の
実

現
を
め
ざ
し
て
～
」
で
す
。

　

こ
の
映
画
の
主
人
公
の
和
佳
奈

は
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
夫
と

幼
い
娘
を
亡
く
し
、
心
を
閉
ざ
し

た
ま
ま
生
き
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
児
童
養
護
施
設
・
の
じ
ぎ
く

園
で
暮
ら
す
実
結
（
16
）
と
冷
央

（
９
）
や
ケ
ア
リ
ー
バ
ー
（
※
後
述
）

で
あ
る
松
下
と
の
交
流
を
経
て
、

前
向
き
に
生
き
よ
う
と
変
容
し
て

い
く
姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
実
結
も
安
心
し
て
接
す
る
こ

と
が
で
き
る
大
人
（
和
佳
奈
）
の

存
在
に
救
わ
れ
、
自
分
を
大
切
に

し
、
夢
を
も
っ
て
生
き
よ
う
と
す

る
姿
も
同
時
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

社
会
に
は
、
虐
待
や
貧
困
、
死

別
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
保
護

者
と
暮
ら
せ
ず
、
児
童
養
護
施
設
な

ど
社
会
的
養
護
の
も
と
で
暮
ら
し

て
い
る
こ
ど
も
た
ち
、
そ
し
て
社
会

的
養
護
か
ら
自
立
し
た
が
、
家
族
か

ら
の
サ
ポ
ー
ト
を
得
ら
れ
ず
に
生

き
る
人
た
ち
（
ケ
ア
リ
ー
バ
ー
）
が

い
ま
す
。
社
会
的
養
護
の
現
状
や
実

態
を
知
る
人
は
少
な
く
、
世
間
か
ら

の
無
理
解
と
偏
見
に
さ
ら
さ
れ
、
居

場
所
を
見
い
出
せ
ず
、
進
学
や
就
職

な
ど
生
き
る
上
で
さ
ま
ざ
ま
な
困

難
に
直
面
し
て
い
る
現
状
が
あ
り

ま
す
。
令
和
６
年
４
月
か
ら
施
行
さ

れ
た
改
正
児
童
福
祉
法
で
は
、
ケ
ア

リ
ー
バ
ー
の
実
態
を
把
握
し
、「
自

立
」
の
た
め
に
必
要
な
援
助
を
行
う

こ
と
が
都
道
府
県
の
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
業
務
と
し
て
位
置
付

け
ら
れ
ま
し
た
。
ケ
ア
リ
ー
バ
ー
は

施
設
な
ど
を
離
れ
、
家
族
か
ら
の
支

援
が
見
込
め
ず
、
入
所
施
設
な
ど
と

の
つ
な
が
り
も
薄
れ
て
い
く
中
で
、

退
所
後
の
生
活
に
困
難
を
抱
え
て

い
る
場
合
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
作
品
を
ご
覧
い
た
だ
く
こ

と
で
、
社
会
的
養
護
下
の
こ
ど
も

や
ケ
ア
リ
ー
バ
ー
の
現
状
、
実
態

を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
誰
も

が
互
い
の
人
権
を
尊
重
す
る
中
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
実
現
の
達
成
へ

向
け
歩
ん
で
い
け
る
社
会
」
に
つ

い
て
考
え
る
機
会
と
し
て
い
た
だ

け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
次
代
の
社
会
を
担
う

こ
ど
も
た
ち
が
自
分
ら
し
く
幸
せ

に
成
長
で
き
、
暮
ら
せ
る
よ
う
に
、

社
会
全
体
で
支
え
て
い
け
る
よ
う

努
め
た
い
で
す
ね
。

問  高年介護課

認知症地域支援推進員だより VOL.24

☎ 276-6639

～認知機能低下を予防するために～ 
補聴器の使用について

　2020 年に、世界的に権威のある英医学誌「ランセッ
ト」で、認知症の約 40％が予防できる可能性がある
と発表されました。その報告では、認知症のリスクを
高める原因の１つとして難聴が挙げられ、難聴と診断
された場合は早めに改善に向けた取組をすることで、
認知症発症の予防効果が期待できるとされています。
　人は聞こえづらくなると、最初はなんとか耳を凝ら
して相手の話を聞こうとしますが、その状態が長引く
とだんだん億劫

く う

になります。周りの人も、初めは本人
に聞こえるように大きい声で話そうと配慮してくれま
すが、だんだん用事以外のことは話さなくなる傾向に
あります。こうした負のスパイラルが生じることで、
聴力でなく「言葉を認識して理解する」という脳を働
かせる機能が減少し、それによって聞く力も認知機能
も衰えるので、認知症発症のリスクが高まるのです。
　側にいる人の話していることが聞き取れなかった
り聞き間違えたりするなど、生活をする上で支障が
生じている状態であれば、補聴器の使用を検討する
ことが認知症予防には有効です。
　町では、高齢者の補聴器購入助成事業を行ってい
ます。詳細はお問い合わせください。

No.19
問  産業経済課

農業委員会掲示板 ☎ 277-5993

ヤミ小作とは？
　ヤミ小作とは、契約手続きをせずに農地の貸し借りを
することをいいます。
　農地の貸し借りをする場合は、農地法の制約を受けま
す。農地法では、「許可を受けないでした行為は、その効
果を生じない」と規定されていますので、農地の貸し借り
をする場合には、町や農業委員会を通じて書面により契
約手続きをする必要があります。契約手続きをしないまま、
口約束だけで貸し借りをしている農地は、トラブルの元に
なることがあります。農地を貸し借りするときは、必ず町
や農業委員会で手続きをしましょう。

【ヤミ小作を続けていると】
〇農地を貸している人は
・相続が発生した際、誰に貸しているか分からなくなるこ

とがあります。 　
・農地を返してもらいたい時に借り手に応じてもらえず、

返してもらえなくなることがあります。

〇農地を借りている人は
・相続が発生した際、誰から借りているのか分からなくな

ることがあります。 　
・突然、農地を返して欲しいと言われることがあります。 
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▲町ホームページ
有料広告

問い合わせ
　企画政策課 ☎ 277-5998町ホームページの有料広告を募集しています

ぜひご検討ください

　地域経済の活性化や町民の皆さんに幅広い生活情報を提供するため、町ホームページに掲載する企業やお
店の広告を募集しています。

●広告掲載料（１枠あたり）　
　5,000 円／月・28,500 円／６カ月（５％割引）・
　54,000 円／１年（10％割引）
　※同一申込者の複数枠掲載はできません
●掲載期間
　1 カ月単位、最長 12 カ月まで
●広告の大きさ
　縦 50 ピクセル　横 150 ピクセル
●掲載場所
　町ホームページのトップページ下部および上部
　バナーの２箇所
　※上部バナーへの掲載はパソコン版のみ
●その他
　太子町ホームページ有料広告掲載に関する要領
　などに基づく審査があります。また、広報たい
　しにおける有料広告事業も実施しています。詳
　細は町ホームページをご覧ください。

トップページ上部バナー

トップページ下部バナー

問 企画政策課 ☎ 277-5998

　町では、特産品やイベント、町政などの出来事を
さまざまなソーシャルメディアを使って紹介していま
す。皆さんのフォローをお待ちしています。　

町公式ＳＮＳのご紹介
町の魅力・ニュースを発信します！

Facebook

イベントや防災情報、町職員の募集な
ど、皆さんが必要とされる情報をより
スピーディーにプッシュ型でお届けしま
す。

町の行事、イベントに加え、町内のさ
まざまな『映える』写真などを紹介し
ます。

観光やイベント情報、防災情報など、
さまざまな町の旬のお知らせなどを発
信します。

LINE

Instagram



健康
ひろば ６月

栄養相談　　　　　　　　  ☎ 0791-63-5677
　６月９日月 10 時～ 11 時 30 分
　栄養に関する専門的な相談、食品の栄養表
示の方法と活用の相談などに応じます。

エイズ・肝炎相談　　　　  ☎ 0791-63-5140
（HIV・肝炎ウイルス検査）
　６月 10 日・24 日火 13 時 15 分～ 14 時 30 分

（検査・相談は原則無料・匿名可）

健康管理課

こころのケア相談　　　　  ☎ 0791-63-5687
　６月６日金 
　13 時～ 15 時
　精神疾患、認知症、アルコールの問題など、
こころの問題でお悩みの人やその家族が対象
です。

地域保健課

龍野健康福祉
事務所の事業

要
申込

　こころの健康相談　６月５日木
　13 時 30 分～ 16 時 30 分
　場所　役場行政棟３階 A301 会議室
　※申し込みが必要です。

まちの保健室　　６月 16 日月
　９時 30 分～ 11 時 30 分
　場所　龍田幼稚園
　保健師と栄養士が健康相談に応じます。

健康チェック相談会　　６月 10 日火
　９時 30 分～ 11 時 30 分
　場所　役場行政棟１階 A101 会議室
　各種計測を行い、保健師と栄養士が健康相談
に応じます。

相談

ままるぽ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ ・・７月３日木
　対 象　　　産後１年未満のお母さんと赤
　　　　　　 ちゃん
　定 員　　　８組（先着順）
　　　　　　 ※申し込みが必要です。
　受付時間　 ９時 45 分～９時 55 分
　場 所　　　龍田幼稚園
　内 容　　　ピラティス・講話「親子の絆
　　　　　　 を深めるベビーマッサージ」
　申込期間　 ６月 12 日木～ 26 日木

教室

問い合わせ
　さわやか健康課☎ 079-276-6630
　※市外局番（079）を付けてダイヤルしてください

※母子健康手帳の交付、妊婦健康診査助成券の　
交付は随時行っています。妊娠が確認できれ
ばお早めにさわやか健康課へお越しください。

※栄養相談、エイズ・肝炎相談、こころのケア相談に
　ついての問い合わせ先・事業場所は龍野健康福祉事
　務所となります。

乳児健康診査・・・・・・・・・・・・ ・ ・ ６月 25 日水
　対 象           令和７年２月生まれ
　受付時間　 13 時 15 分～ 14 時 15 分

乳児相談・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ・ ６月 24 日火
　対 象           令和６年 10 月生まれ
　受付時間　 13 時 15 分～ 14 時 15 分

１歳６カ月児健康診査・・・・・ ・・６月18 日水
　対 象　       令和５年 11 月生まれ
　受付時間　 13 時～ 14 時 15 分

２歳児相談・・・・・・・・・・・・・・・ ・６月11日水
　対 象　       令和４年 11 月生まれ
　受付時間　 13 時 15 分～ 14 時 15 分
　
３歳児健康診査・・・・・・・・・・・・・６月４日水
　対 象　       令和３年 12 月生まれ
　受付時間　 13 時～ 14 時 15 分

健康診査 ★対象者に個人通知します

※開催場所はいずれも龍田幼稚園です。
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健康ダイアリー

午前中から元気に活動する方法 ～６月は食育月間です～

　今年の夏至は６月 21 日土です。夏至とは二十四節
句の１つで、一年の中で昼間が最も長く、夜が最も
短い日です。この頃の日の入りは遅いので、夜更か
しする人も多いのではないでしょうか。
　夜更かしすると起床時間が遅くなりがちです。朝
食を食べる時間が無く、食べずに学校や仕事に行く
と、脳の栄養不足で午前中の勉強や仕事がはかどら
ないことがあります。午前中から勉強や仕事を頑張
るためには、朝食をしっかり食べることが重要です。

朝食を食べるメリット
　私たちの体内時計は、毎日、朝の光と朝食でリセッ
トされます。朝食を取らないと、体が目覚めないば
かりか脳も栄養不足になるため、仕事の効率が落ち
たり、記憶力が低下したり、成績が悪くなったりし
ます。また、肥満になりやすいとの調査結果も報告
されています。

１日の食事の割合
　体内時計の働きで、私たちの体は夕食の時間帯に
食べたものを体に脂肪として蓄えるようになってい
ます。そのため、夕食の量が多い人は太りやすく、
また食べ過ぎると内臓に負担がかかり睡眠を妨げる
ため、体内時計が乱れ夜型生活になりがちです。
　食事の量は、「朝４：昼３：夜３」が理想です。夕
食を減らすことが難しい場合は、せめて「朝３：昼３：
夜４」として、昼食と同程度に朝食を食べましょう。

夕食を食べる目安時間
　夕食は、朝食から 12 時間以内に、できれば 18 時
から 19 時に取ることが理想です。塾や残業で夕食
が遅くなるときは、朝食から 12 時間後となる理想
の夕食時間におにぎりやパンなどの主食を食べ、帰
宅後に主菜（肉、魚、卵、大豆製品）と副菜（野菜
など）を食べましょう。夕食を分けて食べることで
体内時計が乱れにくくなります。寝る前に食べたも
のは体に脂肪として蓄積されるので、帰宅後に食べ
る場合は、揚げ物や炒め物ではなく和え物や煮物な
ど油を多く使わない低カロリーメニューにしましょ
う。ラーメンやスナック菓子など高カロリーの食品
や、寝る前のお酒は控えましょう。　

休日の朝寝坊は要注意
　平日は朝型でも休日は夜型生活という人は、基本
的には夜型の体内時計になっています。休日の朝寝

坊が体内時計を乱し、体調不良を招く恐れがあるた
め注意が必要です。
　また、夜型生活の人は午前中に集中できないなど
時差ボケのような状態になりがちで、試験や重要な
会議などで力を発揮できない場合があるため、休日
でもいつもと同じ時間に起きるようにしましょう。
また、夜に明るい光やブルーライトを浴びることは
体内時計を乱す原因となるため、寝る１時間前から
はスマートフォンやテレビなどをなるべく見ないよ
うにしましょう。

朝食に食べたいもの
　筋肉を付ける目的で、夕食に積極的に肉を摂る人
がいますが、夕食にだけ大量のたんぱく質を摂って
も効果がないとの研究結果があります。夕食と同様
に朝もしっかりたんぱく質を摂りましょう。卵かけ
ご飯や納豆ご飯などが簡単に準備できるのでおすす
めです。朝から作る時間が無い場合は、前日に次の
日の朝に食べるものを準備しておきましょう。通勤
途中にコンビニなどで朝食を買って食べる場合は、
たんぱく質も摂ることができる鮭おにぎりや卵サン
ドなどがおすすめです。

おすすめ朝ごはんレシピ
朝から簡単！栄養満点丼

（レシピ提供：太子いずみ会）

　ごはんを丼に盛り付け、具材を全て乗せたら完成！

　

【材料】　１人分
ごはん…茶碗１杯
納豆…１パック
温泉卵…１個
きざみねぎ…大さじ１
きざみのり…適量
白いりごま…少々
しょうゆ…少々



６月

18

毎日6時30分から23時まで、マイナンバーカードを利用して、住民票の写しや印鑑登録証
明書などをコンビニエンスストアなどで取得できます。※戸籍のみ8時30分から17時まで

納　期
期限内に納めましょう。

◆納期限　６月30日月
◎税務課
　町県民税（１期）

※納付には便利で安心な口
　座振替をご利用ください。

情報館
らしの平日

8時30分〜17時15分
開庁
時間

マイナンバーカードの申請受付中です
町民課窓口でマイナンバーカードの申請サポートをしてい
ます。また、来庁が困難な場合は自宅へお伺いすることも
できます。詳細は町民課へお問い合わせください。

　

高
齢
者
が
要
介
護
状
態
に
な
る
こ

と
を
予
防
し
、
で
き
る
だ
け
自
立
し

た
生
活
を
送
れ
る
よ
う
、
介
護
予
防

講
座
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
第
３
回

目
の
受
講
者
を
募
集
し
ま
す
。

●
テ
ー
マ　

　

お
手
玉
を
使
っ
て
脳
の
活
性
化
！

●
日
時

　

①
６
月
18
日
水
、
②
６
月
26
日
木

　

い
ず
れ
も
、
13
時
30
分
～
15
時

●
場
所

　

①
太
田
公
民
館
、
②
斑
鳩
公
民
館

●
講
師

山
本 

弘
子
（
太
子
町
社
会
福
祉

協
議
会 

作
業
療
法
士
）

●
定
員　

各
20
人
（
町
内
在
住
の

65
歳
以
上
の
人
）
※
先
着
順

●
参
加
費　

無
料

●
申
込
先

太
子
町
社
会
福
祉
協
議
会
（
電

話
ま
た
は
窓
口
）

●
申
込
開
始

　

６
月
５
日
木

播
磨
西
部
地
域
都
市
計
画
区
域

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
な
ど
の
見
直

し
案
に
つ
い
て
の
説
明
会
・
公

聴
会
の
開
催

　

 

兵
庫
県
都
市
計
画
課

　

☎
０
７
８
‐
３
６
２
‐
３
５
７
８

　

見
直
し
案
に
つ
い
て
の
説
明
会
・

公
聴
会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

　
【
説
明
会
】

　
　

日
時　

6
月
30
日
月
19
時
～

　
【
公
聴
会
】　

　
　

日
時　

７
月
30
日
水
19
時
～

　

※
公
述
申
出
が
な
い
場
合
は
中
止

　

※
場
所
は
い
ず
れ
も
、
姫
路
市
民

　
　

会
館
４
階
第
６
会
議
室
（
姫
路

　
　

市
総
社
本
町
１
１
２
）

　

詳
細
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

町
県
民
税
の
減
免
制
度

　

 

税
務
課

　

失
業
や
退
職
な
ど
に
よ
り
、
町

県
民
税
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
減

免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
減

免
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
は
納
期
限

（
第
１
期
は
６
月
30
日
月
）
ま
で
に

税
務
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
納

期
限
を
過
ぎ
た
も
の
や
納
付
済
み
の

場
合
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

●
対
象
者

①
～
⑤
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
人

①
賦
課
期
日
（
令
和
７
年
１
月
１

日
）
後
に
生
活
保
護
法
に
よ
る

保
護
を
受
け
て
い
る
人

②
仕
事
を
退
職
・
廃
業
・
休
業
し

た
日
か
ら
３
カ
月
以
上
無
職
で
、

引
き
続
き
就
職
す
る
予
定
が
な

い
人
（
前
年
中
の
所
得
が
４
０

０
万
円
以
下
）

③
給
与
所
得
者
で
、
令
和
７
年
中

の
所
得
見
込
額
が
、
疾
病
、
負
傷
、

育
児
休
業
そ
の
他
特
別
の
事
情

に
よ
る
３
カ
月
以
上
の
休
職
ま

た
は
休
業
に
よ
り
、
前
年
か
ら

２
分
の
１
以
下
に
減
少
す
る
人

　
（
前
年
中
の
所
得
が
４
０
０
万
円
以
下
）

④
納
税
義
務
者
が
死
亡
し
、
相
続

人
と
し
て
納
付
す
る
人
で
納
付

が
困
難
な
人

⑤
所
得
税
法
に
規
定
す
る
勤
労
学

生
（
地
方
税
法
に
規
定
す
る
事

業
専
従
者
は
除
く
）

※
申
請
に
は
退
職
し
た
こ
と
が
証
明

で
き
る
書
類
（
雇
用
保
険
被
保

険
者
資
格
喪
失
確
認
通
知
書
の

写
し
な
ど
）
や
所
得
見
込
額
を

証
明
で
き
る
書
類
が
必
要
で
す
。

部
活
動
地
域
移
行（
地
域
展
開
）

を
踏
ま
え
た
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化

活
動
の
地
域
ク
ラ
ブ
登
録

　

 

管
理
課

　

町
教
育
委
員
会
で
は
、
全
国
的

に
進
め
ら
れ
て
い
る
「
部
活
動
の

地
域
移
行
（
地
域
展
開
）」
を
踏
ま

え
、
中
学
生
の
新
た
な
活
動
主
体

と
な
る
地
域
ク
ラ
ブ
へ
の
登
録
申

請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

詳
細
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

児
童
手
当
の
振
り
込
み

　

 

こ
ど
も
え
が
お
課

　

児
童
手
当
（
４
～
５
月
分
）
は
、

６
月
13
日
金
に
指
定
の
口
座
に
振

り
込
み
ま
す
。

　

ま
た
、
児
童
と
別
居
し
て
い
る
な

ど
、
町
が
公
簿
で
受
給
要
件
を
確
認

で
き
な
い
人
へ
、
６
月
初
旬
に
現
況

届
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
６
月
20
日

金
ま
で
に
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

暮
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

休
日
申
請
・
交
付
窓
口
の
ご
案
内

　

 

町
民
課

　

平
日
に
来
庁
で
き
な
い
人
の
た

め
に
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

申
請
受
付
と
交
付
を
行
い
ま
す
。

●
日
時　

　

６
月
８
・
29
日
日
９
時
～
11
時
30
分

●
場
所　

町
民
課

※
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
は
予
約
制
と
な

　

り
ま
す
。
受
取
日
時
を
電
話
で
予
約

　

い
た
だ
き
、
本
人
が
窓
口
ま
で
お
越

　

し
く
だ
さ
い
。

※
電
子
証
明
書
の
更
新
な
ど
の
マ
イ
ナ

　

ン
バ
ー
カ
ー
ド
関
係
手
続
き
も
可
能

　

で
す
（
予
約
不
要
）。

国
民
年
金
保
険
料
の

　
　
　
　
　
　
特
例
免
除
制
度

　

 

町
民
課

　

失
業
な
ど
の
理
由
で
収
入
が
減
少

し
た
場
合
、
申
請
に
よ
り
所
得
状
況
な

ど
を
審
査
し
た
上
で
、
国
民
年
金
保

険
料
の
一
部
あ
る
い
は
全
額
の
納
付

の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

免
除
期
間
中
は
一
部
保
険
料
を
納
め

た
も
の
と
し
て
将
来
受
け
取
る
年
金

額
に
反
映
さ
れ
、
障
害
年
金
、
遺
族
年

金
の
支
給
対
象
期
間
と
さ
れ
ま
す
。

●
申
込
先

　

町
民
課
ま
た
は
姫
路
年
金
事
務
所　

　
（
姫
路
市
北
条
１
‐
２
５
０
）

●
必
要
な
も
の

基
礎
年
金
番
号
通
知
書
、
雇
用

保
険
被
保
険
者
離
職
票
ま
た
は

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
な
ど

身
体
障
害
者
巡
回
相
談

　

 

社
会
福
祉
課

　

身
体
障
害
者
手
帳
を
持
つ
肢
体
障

害
者
を
対
象
に
し
た
補
装
具
の
巡
回
相

談
を
行
い
ま
す
。
義
手
な
ど
の
助
成
は

こ
の
相
談
で
判
定
を
受
け
る
必
要
が
あ

り
ま
す
（
介
護
保
険
で
サ
ー
ビ
ス
提
供

さ
れ
る
も
の
は
対
象
外
で
す
）。

●
相
談
日

　

７
月
25
日
金
９
時
30
分
～
12
時

●
場
所　

　

相
生
市
文
化
会
館
扶
桑
電
通
な
ぎ
さ

　

ホ
ー
ル
（
相
生
市
相
生
６
‐
１
‐
１
）

●
申
込
期
限　

７
月
９
日
水

●
申
込
先　

社
会
福
祉
課

●
必
要
な
も
の　

身
体
障
害
者
手
帳

戦
没
者
な
ど
の
遺
族
に
対
す
る

　
　
　
　
　
　
　
特
別
弔
慰
金

　

 

社
会
福
祉
課

　

令
和
７
年
4
月
1
日
（
基
準
日
）

時
点
で
「
恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶

助
料
」
や
「
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺

族
等
援
護
法
に
よ
る
遺
族
年
金
」

な
ど
を
受
け
る
人
（
戦
没
者
な
ど

の
妻
や
父
母
）
が
い
な
い
場
合
に
、

次
の
順
番
に
よ
る
先
順
位
の
遺
族

一
人
に
特
別
弔
慰
金
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

　

1
．
令
和
7
年
4
月
1
日
ま
で

に
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族

等
援
護
法
に
よ
る
弔
慰
金

の
受
給
権
を
取
得
し
た
人

　

2
．
戦
没
者
な
ど
の
子

　

3
．
戦
没
者
な
ど
の
①
父
母
、

②
孫
、
③
祖
父
母
、
④
兄

弟
姉
妹

　

4
．
1
～
3
以
外
の
戦
没
者
な

ど
の
三
親
等
内
の
親
族（
甥
、

姪
な
ど
）
※
戦
没
者
な
ど
の

死
亡
時
ま
で
引
き
続
き
1
年

以
上
の
生
計
関
係
を
有
し
て

い
た
人
に
限
る

●
支
給
内
容

額
面
27
万
5
千
円
、
5
年
償
還

の
記
名
国
債

●
請
求
期
限　

令
和
10
年
3
月
31
日

●
申
請
窓
口　

社
会
福
祉
課

認
知
症
本
人
と
家
族
の
つ
ど
い

　（
オ
レ
ン
ジ
広
場
：
創
作
活
動
）

　

 

高
年
介
護
課

　
「
オ
レ
ン
ジ
広
場
」
は
、
ご
自
身

や
家
族
の
認
知
症
に
不
安
を
持
つ
人

を
対
象
に
、
認
知
症
ケ
ア
の
知
識
を

有
す
る
ス
タ
ッ
フ
と
共
に
、
創
作
活

動
を
通
じ
て
交
流
を
し
た
り
、
日
々

の
思
い
を
語
り
合
う
集
い
の
場
で

す
。
集
っ
て
、
話
し
て
、
学
ん
で
、

気
持
ち
を
楽
に
し
ま
せ
ん
か
。

●
日
時

　

６
月
18
日
水
10
時
～
11
時
30
分

●
場
所　

南
総
合
セ
ン
タ
ー

●
対
象

町
内
在
住
の
認
知
症
に
不
安
を
持

つ
人
や
そ
の
家
族
（
先
着
10
人
）

●
内
容

　

歌
声
サ
ロ
ン

音
楽
療
法
士
に
よ
る
演
奏
や
合
唱
、

歌
謡
曲
や
童
謡
の
ふ
れ
合
い
、
音

楽
ク
イ
ズ
な
ど
を
実
施
し
ま
す
。

●
申
込
先　

高
年
介
護
課

●
申
込
期
限　

６
月
13
日
金

共
生
社
会
を
つ
く
る

　
　
　
　
　 

認
知
症
カ
フ
ェ

　
 

高
年
介
護
課

　

認
知
症
カ
フ
ェ
は
、
認
知
症
や
障

害
の
有
無
、
年
齢
や
性
別
、
職
業
な

ど
に
関
係
な
く
、
全
て
の
人
が
水
平

に
関
わ
り
合
い
、
対
話
が
で
き
る
場

所
で
す
。

　

ど
な
た
で
も
お
気
軽
に
お
越
し
く

だ
さ
い
。

●
日
時

　

６
月
14
日
土
14
時
～
15
時
30
分

●
場
所　

　

Café

お
と
（
東
保
１
２
９
‐
３
）　

●
内
容

ミ
ニ
講
話
「
ケ
ア
の
こ
と
を
語
り

合
お
う
」、
く
つ
ろ
ぎ
カ
フ
ェ
な
ど

●
金
額

　

２
０
０
円
（
飲
料
と
お
菓
子
代
）

介
護
予
防
講
座
（
第
３
回
）
の

　
　
　
　
　
　
　
受
講
者
募
集

　

 

太
子
町
社
会
福
祉
協
議
会

　

 

☎
２
７
６
‐
４
１
１
１

問

問

問 問

問問

問
西はりま消防組合の職員（消防士）募集

西はりま消防本部総務課
☎ 0791-76-7119

　西はりま消防組合では、令和８年度採用の
消防士を募集しています。

●募集人数　10名程度
●対象　
　①大学、短大、専門学校、高等専門学校　
　　および高等学校卒業者
　　　平成 10年４月２日以降に生まれた人
　②消防吏員経験者
　　　消防吏員として職務経験がある平成２
　　年４月２日以降に生まれた人
●応募期間
　７月 28日月から８月 15日金
●一次試験　
　・１日目（会場：全国のテストセンター）
　　高等学校卒業者▶９月 16日火～ 20日
　　土のいずれか希望する１日
　　その他の応募者▶９月８日月から 20日
　　土のいずれか希望する１日
　・２日目（会場：西はりま消防本部）
　　９月 23日火祝
※その他の詳細要件などは西はりま消防組合
　ホームページをご確認ください。

NEWS

問

▲町ホームページ
地域クラブの活動ガイド
ラインと認定について

▲兵庫県
ホームページ
播磨西部地域
都市計画区域

マスタープラン

問問

問 問問

※（　）内は前月比

人口と世帯
月1日

現在

人口
男
女

世帯数

（△36）
（△８）
（△28）
（＋11）

33,279人
16,341人
16,938人
14,346世帯

５

▲町ホームページ
中学校部活動の地域移行

（地域展開）に関する推進計画

☎277−1010  FAX276−3892
問い合わせ

企画政策課
総務課
財政課
税務課
　収税管理室
町民課
　戸籍係
　（マイナンバーカード）
　保険係・国民年金係
生活環境課
社会福祉課
高年介護課
　介護保険係
　高年福祉係（地域
　包括支援センター）
さわやか健康課

産業経済課
まちづくり課
上下水道事業所
　上水道
　下水道
会計課
議会事務局
教育委員会管理課
教育委員会こどもえがお課
教育委員会社会教育課

277−5998
277−1010
277−5996
277−1014
277−5700

277−1011
277−1008
277−1012
277−1015
277−1013

276−6715
276−6639

079−276−6630

277−5993
277−5992

277−3241
277−5991
277−5990
277−5995
277−1016
277−1019
277−1017

電話番号

※市外局番（079）を付けてダイヤル

第 47 回太子町消防操法大会
生活環境課

　消防団による消防操法の訓練の成果をぜひ
ご覧ください。
●日時　６月 22 日日８時～
●場所　総合公園多目的グラウンド
●種目　ポンプ車、小型ポンプ、消火栓

問

NEWS

◀西はりま消防組合
ホームページ

令和７年（2025）６月号19

▲５月９日金に開催した
認知症カフェの様子



情報館
らしの暮６月

緊
急
地
震
速
報
訓
練
の
実
施

　

 

企
画
政
策
課

　

巨
大
地
震
の
発
生
時
に
備
え
、
防

災
行
政
無
線
を
使
用
し
た
、
全
国
一
斉

の
情
報
伝
達
試
験
を
行
い
ま
す
。
町
内

の
防
災
行
政
無
線
の
屋
外
ス
ピ
ー
カ

ー
（
42
カ
所
）
か
ら
、
試
験
放
送
が
流

れ
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
実
施
日
時　

６
月
18
日
水
10
時
頃

●
放
送
内
容

　
「（
チ
ャ
イ
ム
音
）
緊
急
地
震
速
報
、
大

　

地
震
で
す
。
こ
れ
は
訓
練
放
送
で
す
。」

特
定
医
療
費
（
指
定
難
病
）

　
　
　
　
　
受
給
者
証
の
更
新　

 

　

 

龍
野
健
康
福
祉
事
務
所
地
域
保
健
課

　

☎
０
７
９
１
‐
６
３
‐
５
１
３
９

●
対
象
者

令
和
７
年
10
月
31
日
ま
で
有
効

な
受
給
者
証
を
所
有
し
、
11
月

１
日
以
降
も
引
き
続
き
受
給
者

証
の
交
付
を
希
望
す
る
人
。

●
更
新
申
請
受
付
期
間

　

６
月
９
日
月
～
８
月
15
日
金

※
令
和
７
年
10
月
31
日
ま
で
更
新

申
請
の
受
付
は
可
能
で
す
が
、

そ
の
場
合
、
新
し
い
受
給
者
証

の
発
送
は
、
11
月
1
日
以
降
と

な
り
ま
す
。

※
更
新
手
続
き
の
ご
案
内
は
、

更
新
受
付
開
始
日
ま
で
に
、

各
受
給
者
宛
に
お
送
り
し
ま

す
。
案
内
が
更
新
受
付
開
始

日
ま
で
に
届
か
な
い
場
合
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

２
０
２
５
年
ベ
ル
ギ
ー
国
際
柔
道

大
会
出
場

荒
川 
清
楓
さ
ん

（
環
太
平
洋
大
学
・
太
田
小
出
身
）

第
47
回
全
国
高
等
学
校
柔
道
選
手

権
大
会
出
場

荒
川 

遥
楓
さ
ん

（
創
志
学
園
高
校
・
太
田
小
出
身
）

三
木 

清
夢
さ
ん
（
木
更
津
総
合

高
校
・
太
子
西
中
出
身
）

第
38
回
全
国
ラ
ー
ジ
ボ
ー
ル
卓
球

大
会
出
場

藤
田 

清
さ
ん
（
北
之
町
）

全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
長
表
彰

赤
松 

章
子
さ
ん
（
沼
田
）

近
畿
ブ
ロ
ッ
ク
人
権
擁
護
委
員
連

合
会
長
表
彰

佐
用 

顕
瑞
さ
ん
（
沖
代
）

瀧
口 

た
か
子
さ
ん
（
東
本
町
）

相
談
・
窓
口
・
教
室

無
料
法
律
相
談
【
要
予
約
】

　

６
月
11
日
水

    

13
時
30
分
～
16
時
30
分

　

場
所
・
担
当　

企
画
政
策
課

無
料
税
務
相
談
【
予
約
優
先
】

　

６
月
４
日
水
13
時
～
16
時

　

場
所　

役
場
Ａ
３
０
１
会
議
室

　

担
当　

税
務
課

人
権
・
行
政
相
談

　

６
月
５
日
木

　

13
時
30
分
～
16
時
30
分

　

場
所
・
担
当　

企
画
政
策
課

日
本
語
教
室（
外
国
人
対
象
）【
要
申
込
】

　

６
月
７
・
14
・
21
日
土

　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

　

６
月
22
・
29
日
日

　

10
時
～
12
時

　

場
所　

地
域
交
流
館
ス
ペ
ー
ス
１　

　

担
当　

企
画
政
策
課

消
費
生
活
相
談
【
電
話
相
談
可
】

　

毎
週
月
・
水
・
木
・
金
曜
日

　

９
時
30
分
～
16
時

　

場
所
・
担
当　

生
活
環
境
課

も
の
忘
れ
相
談
【
要
予
約
】

　

６
月
26
日
木
13
時
～
16
時

　

場
所　

役
場
Ａ
１
０
２
会
議
室

　

担
当　

高
年
介
護
課

オ
レ
ン
ジ
広
場（
認
知
症
本
人
と
家
族
の
つ
ど
い
）

　

６
月
17
日
火
10
時
～
11
時
30
分
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公式サイトだと思ったら申請代行サイトだった！
生活環境課

【事例】
　アメリカに旅行するために、ESTA（電子渡航認証
システム）を申請しようとネットで一番上に表示さ
れたサイトで申請を行った。申請費用は 21 ドル（約
３千円）のはずだが、クレジット決済をした明細を
見ると約１万円が請求されていた。サイトをよく確
認すると、公式サイトではなく、申請代行サービス
事業者のサイトだった。申請手続きはできていたが、
自分で公式サイトから申請すれば高額な手数料を支
払う必要はなかった。手数料を返金してもらうには
どうしたらよいか。

【アドバイス】
　日本人が渡航する際、渡航先および渡航期間によっ
ては、電子渡航認証の申請が必要となります。インター
ネットで検索すると、申請代行サイトが検索結果の上
位に表示されることがあり、消費者が申請代行事業者
のサイトと気付かず利用するケースが見られます。申
請代行サイトを通じて申請を行うと代行手数料が請求
されるため、公式サイトで申請した場合よりも費用が
高くなります。申請するサイトが公式サイトかどうか
をよく確認しましょう。申請代行サイトを利用した場
合、申請代行手続きが完了した後は、既にサービスが
提供されるため、返金をしてもらえることは困難です。
キャンセルが可能なタイミングやキャンセル料などは
代行事業者によって異なります。申し込み前によく条
件を確認しましょう。何か不安がある場合は、太子町
消費生活センター（☎ 277-1015）までご相談ください。

問問

問  

消費生活ワンポイント

　こども劇場たいし三世代ライブ館 
　「マンマトリオ＋１ 議場コンサート」　　
　日　時　６月 29 日日　開演 10 時 30 分～
　場　所　役場議会棟１階議場（シヴィックホール）
　出演者　マンマトリオ＋１

　ハンドベル・連弾・メロディオン二重奏・ペープ
サートなど子どもから大人まで楽しめるコンサー
トを企画しました。ディズニーの曲や童謡など皆
さんと一緒に歌ったり、躍ったり、お楽しみくだ
さい。

丸尾建築あすかホール
※施設は休館中です

入場無料

☎ 277-1017（社会教育課内）

掲示板施設

体と心が軽くなる鉄分ラクラクごはん　市瀬 悦子 ● 主婦の友社

わたしはわたし。あなたじゃない。　鴻巣 麻里香 ● リトルモア

思春期の子の「うつ」がよくわかる本 ● 大和出版

心も体もよろこぶ養生酒大全 100 　福光 佳奈子 ● 自由国民社

有名人の死に心がゆらいだら 高橋 あすみ ● 大修館書店

キレる子どもの気持ちと接し方がわかる本 原田 謙 ● 講談社

意志の取扱説明書 心を入れ替えようと頑張っているあなたへ　
茂木 健一郎 ● 実業之日本社

職場の同僚のフォローに疲れたら読む本 佐藤 恵美 ● PHP 研究所

雨の日の心理学 東畑 開人 ● KADOKAWA

しんどくなったら、心より先に体を整えよう いちい 葉子 ● アスコム

図書館 ☎ 277-1580

こころの疲れが出やすい時期に読んでほしい本

日 月 火 水 木 金 土

月の開館日
開館時間：10時～18時（金曜日は20時まで開館）

印は休館６ ×

2
9
16
23
30

1
8
15
22
29

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

移動図書館（木曜日）

６月

12日

10：30～
10：50

米 　 田
公 会 堂

原
太田東地区農村
交流センター

竹 広 南
公 民 館

福 　 地
（三反長）
地 域 内

14：30～
14：50

15：30～
15：50

16：00～
16：20

15：00～
15：20

11：00～
11：20

19日

26日

山　　田
掲示板前

原池団地
公 民 館

塚 　 森
地 域 内

太子ニュー
タ ウ ン
公 民 館

広 　 坂
公 民 館

吉 　 福
公 民 館

上太田
公民館

30 日月は館内整理のため休館。

　歴史講座
　「太子町の仏像探訪 〜斑鳩寺を中心に〜」
　講　師　神戸 佳文さん（播磨学研究所研究員）
　日　時　６月 28 日土 13 時 30 分～
　場　所　歴史資料館 展示室

　古文書講座（初級）
　古文書に一度は触れたことがあるけれど、もう
少し読めるようチャレンジしたい、という人向
けに初級講座を開催します。

　日　時　７月 16 日、８月６日・27 日水
　　　　　14 時～ 15 時 30 分
　場　所　図書館読書会室
　講　師　歴史資料館学芸員
　対象者　古文書解読に少し触れたことがある人（初心者）
　注意事項　辞書などはご自身でご用意ください
　募集人数　10 人程度（応募多数の場合は抽選）
　申込先　歴史資料館（電話申込）
　申込期間　６月 27 日金まで

歴史資料館
※施設は休館中です ☎ 277-5100　

どなたでも聴講できます。
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農業農村整備優良地区コンクールで
岩見構下地区が表彰されました

産業経済課
　岩見構下地区は、平成 29 年度からほ場整備事業
に着手し、令和５年度に工事が完了しました。
　事業完了後、集落では地域の農業振興のため、水
稲、小麦、大豆だけでなく、特産品である山椒など
の栽培やスマート農業の推進、観光農園収穫祭の開
催などを行っています。
　この度、こうした実績が認められ、３月 26 日水に
全国土地改良連合会が実施した「農業農村整備優良
地区コンクール表彰」において、全国水土里ネット
会長賞を受賞されました。
　今後も地域のモデル
地区として、集落と調
和した農業経営が推進
されることが期待され
ます。

問

NEWS

▲表彰式の様子



掲示板施設

公民館ひろば 斑鳩公民館 ☎ 277-4550　太田公民館 ☎ 277-4811
石海公民館 ☎ 277-4511　龍田公民館 ☎ 276-0044太田公民館編

太子町東保20-1

☎079ー277ー3366
美松ホーム株式会社

不動産相続の
相談窓口

初回 相談無料

不動産のことなら全てご相談ください
【相続サポートの全国ネットワーク】

相続前〜売却（賃貸）の相談 空き家対策

　４月９日水に太田公民館で、放課後子ども教室「つみかさね」楽しい
作文教室を開催しました。
　参加した児童の皆さんは、最初に先生から書くことの大切さなどの説
明を受けた後、「ことばあつめ」、「日記の書き方」、「読書」について学び
ました。
　これからの 1 年間、教室を通じて児童の皆さんが楽しみながら書く力
を身に付けていくことが楽しみですね。

●広報たいし　　●太子町ホームページ

広告募集中
詳細は、企画政策課（☎277-5998）にお問い合わせください。

　人間の生き方講座
　「生活の中で味わう仏教のお話」
　日　時　６月５日木９時 30 分～

　講　師　岩谷 教
さ ず く

授 さん
　　　　　（相生市 西法寺住職）

南総合センター　☎ 277-1102

子育て支援センター『ひまはぴ』  ☎ 277-3880  ☎ 080-8501-1146
　まちの子育てひろば「にこにこ」
　親子で一緒にあそぼう
　日　時　６月 19 日木 10 時 30 分～ 11 時 30 分
　　　　　７月３日木 10 時 30 分～ 11 時 30 分
　場　所　子育て支援センター「ひまはぴ」
　対　象　未就学児とその保護者
　定　員　10 組（先着順）
　持ち物　飲み物、タオル
　申込受付　６月２日月９時 30 分～（電話申込）

先着順の受付ですが、クラブ員以外の
一般の人が優先になります。

　※ひろば開催日の午前中はセンターの一般開放はありません。

　親子陶芸体験教室
　日　時　６月 21 日土
　　　　　①９時 30 分～ 11 時 30 分
　　　　　② 13 時 30 分～ 15 時 30 分
　※ 10 分前にはお越しください。
　場　所　丸尾建築総合公園体験学習施設
　対　象　５歳児～中学生とその保護者

　定　員　各時間とも 10 組（先着順）
　参加費　500 円（材料費）
　持ち物　飲み物、タオル、エプロン
　　　　　※汚れてもよい服装でお越しください。
　講　師　文化協会陶芸サークル
　申込受付　６月２日月９時 30 分～（電話申込）

　自力整体教室
　日　時　６月 23 日月 10 時～ 11 時
　※ 10 分前にはお越しください。
　場　所　子育て支援センター「ひまはぴ」
　対　象　子育て中の保護者
　定　員　10 人（先着順）
　持ち物　ヨガマット（なければバスタオルで可）、
　　　　　飲み物、タオル、５本指の靴下（あれば
　　　　　で可）
　講　師　藤尾 知恵 さん
　申込受付　６月２日月９時 30 分～（電話申込）
　※教室開催日の午前中はセンターの一般開放はありません。

　第 124 回小学生サッカー大会
　日時　６月 29 日日・7 月５日土９時～
　場所　丸尾建築総合公園陸上競技場

　第 40 回少林寺拳法大会
　日時　７月 20 日日９時～
　場所　宍粟市 山崎スポーツセンター武道場

　陸上競技場の使用時間の延長
　　通常 17 時までの使用時間としておりますが、
　日照時間の変化に伴い、次の期間は使用時間を変
　更します。
　◎８月 15 日金まで９時～ 19 時
　◎８月 16 日土～８月 31 日日９時～ 18 時
　※テニスコート・町民グラウンドは 21 時まで使用
　　可能です。

　全国大会出場者への助成について
　　太子町では、町内に住所を有する人などの全国
　的な規模または水準で開催されるスポーツ競技大
　会への参加を支援するため、出場経費の一部を助
　成しています。
　対象者　
　　①町内在住の選手
　　②町内団体に所属する監督、コーチおよび指導者
　　　（町外在住者も含み、①の大会引率者に限る）
　対象大会
　　国の機関、公益財団法人日本スポーツ協会およ
　び同協会に加盟する団体が主催し、かつ選抜もし
　くは、県大会などの予選を経て出場資格を得た全
　国大会
　補助金額・補助回数　
　一人あたり１万円（同一年度において１回に限る）
　必要書類など
　　・申請書、請求書（町ホームページに掲載および
　　　 町民体育館窓口に設置しています）
　　・大会要項、対象者が大会に出場していることが
　　　確認できる資料（メンバー表など）
　　・大会出場までの経過が分かるもの（予選など
　　　の結果、出場推薦書など）
　　・はんこ（朱肉を使用するもの）
　※詳細はお問い合わせください。

創継町民体育館 ☎ 277-4800・丸尾建築総合公園体育施設 ☎ 277-2296

　町では、「太子町総合公園」について、４月 28 日月に株式会社丸尾建築とネーミングライツパートナー契
約を締結しました。
　これにより、令和７年６月１日から同施設の愛称は「丸尾建築総合公園」となり、今後、町ではこの愛称
を使って広報活動を行います。

株式会社丸尾建築とネーミングライツパートナー契約
愛称は「丸尾建築総合公園」です 問い合わせ

　まちづくり課 ☎ 277-5992

ネーミングライツパートナーとは
町の公共施設の名称をネーミングライツパート
ナー「スポンサー」となる企業の名称や商品名な
どの「愛称」にすることで、各施設を維持する財
源を確保するとともに、企業の社会貢献活動に繋
げる事業です。

●愛　称　丸尾建築総合公園
●命名権者　株式会社丸尾建築　（東保 317-1）
●契約期間　令和７年６月１日～令和 17 年３月 31 日
●契約金額　年額 2,010,000 円
　　　　　（消費税及び地方消費税を含む）

手話通訳あり・どなたでも聴講できます

2223 令和７年（2025）６月号
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創継町民体育館でたちばな大学開講式を開催し
ました。たちばな大学は、60 歳以上の人が専門
講座を受講し、幅広い分野で知識や教養を深め
る場です。講座生代表による誓いの言葉が述べ
られた後、たちばな大学学長である沖汐町長に
よる講演があり、受講生の皆さんは町の現状や
課題、今後の展望などについて学びました。

　原の福井大池の堤防のところに、ぼくの友だち
の石がいるんだ。平安時代の終わり頃、大池の堤
防を工事した時、文覚上人さまがここに座って指揮
をしたという石だよ。上人さまは、当時、荒れ果て
ていた京都・神護寺の再建のため、後白河法皇から
寄進された福井荘（今の魚吹八幡神社の氏子の村々）
の田んぼの水にするために、昔からここにある池の
堤防を改築して、大きく立派な池にしたんだ。それ
で「福井大池」というんだよ。元は100ｍあまり西の
水路沿いにあったんだけど、堤防のそばに移して大
切にお守りしているよ。

第24回
もん がくしょうにん こし  か     　いし

文覚上人腰掛け石

兵庫県指定文化財

文覚上人腰掛け石

もんがく

かいちく

ご しらかわほうおうじん  ご  じ

き しん ふくいのしょう うすき

龍田小学校で行われたこの行事は、１年生に学
校に馴染んでもらい、さらに学校生活を楽しん
でもらおうと、６年生の児童が中心となり企画
したものです。「だるまさんがころんだ」や「じゃ
んけん列車」などのゲームを行い、楽しい企画に
１年生だけでなくみんなが笑顔いっぱいになり
ながら、全校で交流を深めることができました。

東芝労働組合姫路支部より町立幼稚園（太田・
石海）へ冷蔵庫や洗濯機などを寄贈いただきま
した。同支部では、従業員の皆さんから善意を
集め、地域の福祉・教育施設の充実のために寄
附する運動を長年続けられています。子どもた
ちの健やかな成長を支える大変ありがたいご厚
意です。本当にありがとうございました。
※写真は、石海幼稚園での寄贈式の様子です。

大 冷蔵庫や洗濯機などを寄贈いただきました

４月中旬～５月上旬切に使わせていただきます

たちばな大学開講式

びを深め、生きがいづくり学
４月 28 日（月）

龍田小学校「１年生を迎える会」よ
４月 28 日（月）うこそ！１年生


